
平成１５年及び１６年度の電気事業者による新エネルギー等の利用に関する

特別措置法の施行状況について 

              平 成 １ ７ 年 ７ 月 

                資 源 エ ネ ル ギ ー 庁 

新エネルギー課ＲＰＳ室 

 

電気事業者に一定量以上の新エネルギー等による電気の利用を義務づける電気事業

者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法（以下、「ＲＰＳ法」という。）が平

成１５年４月より全面施行されている。以下、２年間の施行状況を整理した。 

 

１． ＲＰＳ法に基づく新エネルギー等発電設備の認定状況 

ＲＰＳ法に基づき経済産業大臣が認定した新エネルギー等発電設備は、着実に増

大してきている。 
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＊バイオマス発電設備については出力に投入燃料のバイオマスカロリー比率を乗じた出力。 

 

 

  風力発電 水力発電 太陽光 バイオマス 地熱 複合型 合計値 

平成15 

年度末 

約６７万 

ｋＷ 

約１６万 

ｋＷ 

約５３万 

ｋＷ 

約２７３万ｋＷ（＊１） 

（約１１６万 kＷ(＊２)）

 

― 
約0.24万 

ｋＷ 

約４１０万ｋＷ（＊１） 

（約２５３万 kＷ（＊２））

平成16 

年度末 

約９２万 

ｋＷ 

約１６万 

ｋＷ 

約７４万

ｋＷ 

約５０３万ｋＷ（＊１）

（約１３４万 kＷ（＊２））

約 0.2 万

ｋＷ

約0.32万 

ｋＷ 

約６８６万ｋＷ（＊１） 

（約３１７万 kＷ（＊２））

増加率 ３７％ １％ ４０％ 
８４％（＊１） 

（１６％（＊２）） 

 
３１％ 

６７％（＊１） 

（２６％（＊２）） 

＊１ バイオマス発電設備の設備容量は発電設備全体での出力。 

＊２ （  ）の設備容量は、バイオマス発電設備の出力に投入燃料のバイオマスカロリー比率（平成

１５年度、１６年度実績）を乗じた出力 
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２．ＲＰＳ法義務履行状況等 

 平成１５年度、平成１６年度の義務履行状況等は以下の通りであり、これまで全て

の電気事業者が義務履行を行っている。 

年度 義務対象者 総義務量 義務達成 

状況 

新エネルギー等電

気総供給量 

次年度への 

バンキング総量 

平成 

１５ 

年度 

２５社 

（１０電力会社、５特

定電気事業者、１０

特定規模電気事業

者） 

3,276,767,000kWh

 

全ての電気

事業者が達

成 

4,015,110,351kWh 785,980,000kWh 

平成 

１６ 

年度 

３１社 

（１０電力会社、６特

定電気事業者、１５

特定規模電気事業

者） 

3,559,756,000kWh 全ての電気

事業者が達

成 

4,908,658,745kWh 2,062,952,000kWh
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